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鳥取県地域医療再生計画（西部を基本とする地域）概要版 

 

 １ 対象とする地域  

 

西部保健医療圏を中心とした地域を対象地域とする。 

医療従事者等の負担軽減、救急医療体制の整備や医療機関の連携等により、住民のニーズ

に応えられ地域の医療が持続していくための計画を策定する。 

 

 ２ 地域医療再生計画の期間  

 

平成２２年１月８日から平成２５年度末までの５年間を対象。 

 

 ３ 現状の分析  

 

【医師数について】 

（１）対象地域内の病院医師数は、平成１６年から平成１８年はほぼ横ばいであり、対象地

域内で６０人の病院医師が不足。 

（２）臨床研修医マッチングでのマッチ者数は２９人で、平成１６年度と比べ２９人減少。 

【看護師数について】 

（１）対象地域内で１０５人の看護師が不足。 

（２）結婚、育児により離職した病院勤務看護師は５０人。 

【医療連携体制について】 

（１）救急医療は、休日夜間急患診療所２箇所、救急告示病院１０箇所、鳥取大学医学部附

属病院救命救急センター等により対応。 

（２）診療情報を医療機関間で相互参照し診療に活用するなど、医療機関を連携する電子カ

ルテ参照システムは、一部の病院間のみで運用。 

【救急医療体制について】 

（１）休日夜間急患診療所の患者数は、平成２０年度は３，７４０人で、平成１４年度の６，

３９３人と比較し減少。 

（２）三次救急医療を担っている鳥取大学医学部附属病院の救急患者数は、増加。軽症患者

の割合は二次救急医療機関を含め８割を超えている。 

【救急搬送について】 

（１）対象地域内における救急搬送件数は増加している。 

（２）救急要請から医療機関に収容するまでの時間が１時間以上の件数が、３２４件（全搬

送件数の約４％）。 

 

 ４ 課題  

 

○医師、看護師の不足により、病院勤務医や看護師の負担が増大し、その役割を十分に果たす

ことができていないことから、医師、看護師の確保や負担軽減が必要。 

○初期、二次、三次の救急医療体制の充実と医療用ヘリコプターを活用した搬送体制の充実が

必要。 

○限られた医療資源を有効活用するために、ＩＴを活用した遠隔画像診断や診療情報の共有化

を推進するなどスムースな連携体制を構築するための整備が必要。 

○急性期、回復期、慢性期、在宅までの医療機関の連携体制の充実や医療機関の役割分担の県
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民への周知が必要。 

 

 ５ 目標  

 

地域医療再生計画によって、医療提供体制を担う医療従事者を安定的に確保する体制を構築

するとともに医療機関間の役割分担と連携や救急医療体制の充実により、安心で質の高い医療

提供体制を構築する。 

 

【医師について】 

（１） 県内の病院に勤務する医師数を１００人増やす。 

（２） 大学への寄附講座の設置により、地域の医療機関で勤務する医師を３人確保する。 

（３） 県内の臨床研修病院が募集する研修医数（７０人）の充足を目指す。 

（４） 女性医師の多様な働き方を支援する仕組みを構築し、県内で医療に従事する女性医師の

離職の抑制を図る。 

（５） 医師事務作業補助者を各病院に配置し、病院勤務医師の負担軽減を図る。 

 

【看護師について】 

（１） 第７次看護職員需給見通し（平成２２年３月中間とりまとめ）に基づく需要数を確保す

る。 

（２） 対象地域の看護師養成所において１０人の定員増を行う。 

（３） 認定看護師を１２人増加させる。 

（４） 女性看護師の多様な働き方を支援する仕組みを構築し、県内で医療に従事する看護師の

割合の向上を図る。 

 

【医療連携体制について】 

（１） 地域で統一した地域連携クリティカルパスを策定するなど、医療機関の役割分担・連携

に努める。 

（２） 医療従事者や住民に対し医療連携に関する理解を深めるとともに、在宅医療を含めた医

療連携体制の整備を図る。 

（３） ＩＴを活用した中山間地域の医療を支える遠隔医療や地域の医療機関と基幹病院等が

診療情報を相互に参照できる鳥取型の連携体制を構築する。 

（４） 地域の医療機関の協力の下に地域の医療連携の推進や医療機関の体制を充実する。 

 

【救急医療体制について】 

（１） 救急病院の時間外の軽症患者の数を１０％減少させる。 

（２） 救急要請から医療機関の受入れまでに１時間以上要している重症患者の件数をヘリコ

プターの活用等により、半減させる。 

（３） 救命救急センターの施設・設備を集中的に充実するとともに、軽症患者に対応する休日

夜間急患診療所や救急医療・災害医療等を担う医療機関の体制を強化し、救急医療体制を

確立する。 

（４） 平成２５年度までに広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を整備するなど災害医

療、救急医療に迅速に対応できるシステムを構築する。 

 

６ 具体的な施策及び地域医療再生計画終了後に実施する事業 

 

別紙「地域医療再生計画で取り組む事業一覧表（西部）」のとおり 



地域医療再生計画で取り組む事業一覧表（西部）
（単位：千円）

１　医師不足への対応 539,543 412,328 0 0 127,215 17,209

（１）医師の確保の推進 198,806 198,806 0 0 0 0

【１】寄附講座 県全体 111,089 111,089

【３】医師養成への支援 〃 87,717 87,717

（２）勤務医の処遇改善・離職防止 340,737 213,522 0 0 127,215 17,209

【５】海外留学資金の貸付け 県全体 60,832 60,832 17,209

【６】医療クラーク採用への支援 地域 254,430 127,215 127,215

【７】研修医用機器整備への支援 〃 25,475 25,475

２　看護師不足への対応 1,650,982 450,777 5,363 100,470 1,094,372 2,028

（１）看護師の確保の推進 1,544,202 395,474 0 100,470 1,048,258 0

【８】看護教育教材整備への支援 地域 33,785 33,785

【９】看護教員及び実習指導者養成への支援 〃 62,988 62,988

【10】看護師養成所の施設整備への支援 〃 99,996 32,996 67,000

【10-2】看護職員の募集への支援 〃 1,374 687 687

【10-3】看護師養成の充実に向けた施設･設備への支援 〃 10,910 10,810 100

【10-4】看護師養成所の設置への支援 県全体 1,335,149 254,208 100,470 980,471

（２）看護師の資質の向上・離職防止 106,780 55,303 5,363 0 46,114 2,028

【11】認定看護師研修受講への支援 地域 32,546 32,546

【12】新卒看護師の卒後臨床研修 県全体 7,861 5,314 1,148 1,399

【12-2】看護職員の職場研修への支援 地域 429 214 215

【13】院内保育所施設整備への支援 地域 25,127 9,123 16,004

【14】院内保育所運営費への支援 〃 40,817 8,106 4,215 28,496 2,028

３　地域の医療連携体制の構築 542,042 542,042 0 0 0 10,632

（１）連携の推進及び資質の向上 56,941 56,941 0 0 0 4,287

【15】医療連携の推進への支援 地域 16,831 16,831

【16】資質向上研修への支援 〃 40,110 40,110 4,287

（２）連携システム等の構築 485,101 485,101 0 0 0 6,345

【18】Web型電子カルテシステム構築 県全体 372,882 372,882

【20】救急システム等の整備 〃 112,219 112,219 6,345

４　地域の機能分担、連携を支える基盤づくり 2,245,545 1,113,700 0 0 1,131,845 0

（１）救急医療体制の整備 1,302,257 642,056 0 0 660,201 0

【22】休日急患の施設設備整備への支援 地域 110,164 64,120 46,044

【23】救急・災害医療の施設設備整備への支援 〃 993,968 554,396 439,572

【23-2】ＣＣＵ（心臓病専用病室）施設・設備整備への支援 〃 198,125 23,540 174,585

（２）地域に必要な施設・設備整備 943,288 471,644 0 0 471,644 0

【24】医療連携のためのＩＴ化促進への支援 地域 520,316 260,158 260,158

【25】医療連携の充実の施設設備整備への支援 〃 422,972 211,486 211,486

合　　　計 4,978,112 2,518,847 5,363 100,470 2,353,432 29,869

計画終了
後の実施

額
（単年度）

国庫
補助金

事業者負担
総事業費

県負担
事業内容

基金充当額

内　　　　　訳

区分
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鳥取県地域医療再生計画（西部を基本とする地域） 

 

 １ 対象とする地域  

 

本地域医療再生計画においては、西部保健医療圏を中心とした地域を対象地域とする。 

本計画の対象地域（西部保健医療圏）は、面積 1,207.98 平方キロメートルに人口 24 万 2

千人が住んでおり、地域内には交通の便が悪い中山間地を含んでいる。また、中山間地域や

中心市街地等においては過疎化、高齢化が進行している状況にある。 

地域の医療提供体制としては、三次救急医療機関である鳥取大学医学部附属病院をはじめ

とし、救急告示医療機関が１０病院（米子市内５病院、境港市内２病院、その他３病院）と

なっており、急性期医療や小児救急医療、周産期医療（リスクの高いもの）のほとんどを米

子市内にある病院が担っている状況にある。 

近年の医師・看護師不足により医師や看護師の負担は増大しており、医療従事者の過重労

働により地域の医療が維持されている現状では、一人の医師が辞めると地域の医療が崩壊し

かねない状況にある。そのような中、平成２１年３月に鳥取大学医学部附属病院の救命救急

センターの医師が救命救急センターの施設等の不満から退職し地域医療に衝撃が走った。そ

の後医師は確保されたものの施設整備は従前のままであることから、早急に施設等を整備す

る必要がある。 

また、高齢者の多くは、住み慣れた地域の中での療養等を希望しており、地域での連携が

一段と必要となっている。 

このことから、医療従事者等の負担軽減、救急医療体制の整備や医療機関の連携等により、

住民のニーズに応えられ地域の医療が持続していくための計画を策定する。 

 

 

 ２ 地域医療再生計画の期間  

 

本地域医療再生計画は、平成２２年１月８日から平成２５年度末までの５年間を対象とし

て定めるものとする。 

 

 

 ３ 現状の分析  

 

【医師数について】 

（１）平成１８年における本県の病院や診療所の医師数（以下「従事医師数」という。）は、

１，５７０人、人口１０万人当たり２６０人であるのに対し、対象地域内の従事医師数

は８７７人、人口１０万人当たり３５７人と県平均を上回っているものの、対象地域内

の病院医師数をみると、平成１６年は６１９人であったものが平成１８年には６１７人

と２人減少している。また、鳥取県が平成２１年１月現在で行った病院へのアンケート

では対象地域内で６０人の医師が不足し、診療科別に見ると、内科が１３人と一番多く、

続いて、整形外科７人、神経内科が３人不足など高齢化に伴う診療科が不足している。 

（２）平成２１年度における本県の臨床研修医マッチングでのマッチ者数は２９人であり、

充足者数（マッチ者数）２９人は全国最下位、充足率（マッチング率）４３．３％も全

国４５位となっている。また、マッチ者数は平成１６年度と比べ２９人減少している。 

（３）県内の女性従事医師数は平成１８年においては２５４人であり、平成１４年から平成

１８年の間に２７人、１２％増加している。 

（４）鳥取県医師会が平成１９年に行った病院勤務医アンケートによると、過半数が現在の
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職場に何らかの不満を感じており、平成１２年と比較し約２倍となっていた。不満の内

容としては、過重労働をあげているものが最も多く、その要因として医師不足を指摘す

るものが多かった。 

 

【看護師数について】 

（１）対象地域内における看護師数は、平成２０年末現在で２，４５４人となっており、平

成１４年の１，９６０人から４９４人増加し、人口１０万人当たりでは１，０１４人で

あり、県平均の８９３人と比べ、高い水準となっている。 

   また、勤務場所別に見ると、本県において病院に勤務する看護師は７６％、診療所に

勤務する看護師は１０％、介護施設・福祉施設に勤務する看護師は９％、訪問看護ステ

ーションに勤務する看護師は２％であった。 

（２）鳥取県が平成２０年６月現在で行った病院へのアンケートによると、対象地域内で１

０５人の看護師が不足しているとの結果であった。 

（３）平成１９年度に本県において、結婚、育児により離職した病院勤務看護師は、５０人

である。平成１８年度、１７年度はともに６１人である。 

（４）平成２１年９月の鳥取県調べによると、本県４５病院のうち病院内保育所を設置して

いる病院は、１５病院にとどまっている。 

（５）平成２１年９月現在の本県における認定看護師は３４人にとどまっている。 

（６）看護師確保のため、看護職員修学資金貸付金制度を県独自に設けている。 

 

【医療提供施設について】 

（１）対象地域内の医療機関数は、病院が２０箇所、一般診療所が２３７箇所、歯科診療所

が１０８箇所である。 

（２）平成２１年４月における対象地域の療養病床及び一般病床の基準病床数は２，３６７

床に対し、既存病床数は２，９１０床で、５４３床が過剰病床となっている。 

 

【医療連携体制について】 

（１）救急医療は、地区医師会の協力を得て実施している休日夜間急患診療所２箇所、救急

告示病院１０箇所、鳥取大学医学部附属病院救命救急センター等により対応している。 

（２）亜急性期入院医療管理料を算定している医療機関数は５箇所、回復期リハビリ病棟入

院料を算定している医療機関数は６箇所である。 

（３）地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時指導料の届出医療機関数は  

９箇所である。 

（４）在宅療養支援診療所の届出医療機関は２４箇所、在宅時医学総合管理料の届出医療機

関は４６箇所、在宅療養支援歯科診療所の届出医療機関は２２箇所、在宅患者訪問薬剤

管理指導料の届出薬局数は９７箇所である。 

（５）対象地域内の２０病院のうち、電子カルテの導入済みが６病院、オーダリングシステ

ムの導入済みが８病院、ＰＡＣＳの導入済みが７病院である。 

（６）診療情報を医療機関間で相互参照し診療に活用するなど、医療機関を連携する電子カ

ルテ参照システムは、平成２１年６月に鳥取大学医学部附属病院と西伯病院とのみの間で

運用している。 

 

【救急医療体制について】 

（１）休日夜間急患診療所の患者数は、平成２０年度は３，７４０人で、平成１４年度の６，

３９３人と比較し減少している。 

（２）三次救急医療を担っている鳥取大学医学部附属病院の救急患者数は、平成１９年度は
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１２，９６５人で、平成１４年度の１０，８５９人と比較し増加しており、加えて軽症患者

の割合は８割を超えている。二次救急医療機関においても軽症患者の割合が高く８割を

越えている状況である。 

（４）本県では平成１８年度に救急医療情報システム及び平成２０年度に周産期医療情報シ

ステムを導入している。 

 

【救急搬送について】 

（１）平成１９年の対象地域内における救急搬送件数は８，２８６件で、平成１５年の７，

７７４件から５１２件（６．５％）増加している。 

（２）平成１９年の救急搬送件数のうち、重症患者の割合は約１４％、中等症患者の割合は

約４７％、入院を必要としない軽症患者は約３４％と軽症患者の占める割合が高くなっ

ている。 

（３）消防機関が救急要請を受けてから医療機関に収容するまでの時間が１時間以上の件数

が、３２４件（全搬送件数の約４％）ある。 

（４）平成１１年５月に、鳥取大学医学部附属病院を災害拠点病院に指定しており、ヘリポ

ートは近隣の港湾を利用している。 

（５）傷病者が多数発生する事故など災害時に対応できるＤＭＡＴは、平成２１年８月現在

で鳥取大学医学部附属病院に隊員がいる。 

 

 

 ４ 課題  

 

○医師、看護師の不足により、病院勤務医や看護師の負担が増大し、その役割を十分

に果たすことができていないことから、医師、看護師の確保や負担軽減が必要。 

○初期、二次、三次の救急医療体制の充実と医療用ヘリコプターを活用した搬送体制

の充実が必要。 

○限られた医療資源を有効活用するために、ＩＴを活用した遠隔画像診断や診療情報

の共有化を推進するなどスムースな連携体制を構築するための整備が必要。 

○急性期、回復期、慢性期、在宅までの医療機関の連携体制の充実や医療機関の役割

分担の県民への周知が必要。 

 

【医師について】 

（１） 病院勤務医師が不足している状況であり、病院勤務医の確保が急がれる。 

（２） 診療科別に見ると、平成２１年１月現在で行った病院へのアンケートでは、内科、整形

外科などの医師が不足しているとの結果であり、高齢化に伴い医療需要が増える中、内科、

整形外科の医師が乏しくなってきているなど、特定の診療科の医師のみでなく、様々な診

療科の医師の確保が必要となっている。 

（３） 新医師臨床研修制度により、卒業後に県内病院で研修する医師が減少しており、県内の

臨床研修病院が連携するなど、研修医にとって魅力ある研修体制の構築が必要となってい

る。併せて臨床研修を終えた若い医師を県内に確保する仕組みが必要となっている。 

（４） 女性医師の割合は、年々増加しているが、出産・育児と医師の業務とを両立し、その能

力ややる気を活かすことができる就業環境となっていないため、女性の多様な働き方を支

援する仕組みが必要である。 

 

【看護師について】 

（１） 対象地域内の看護師の数は増加傾向にあるものの、病院、診療所、介護施設や訪問看護
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ステーションなど多方面での需要に対し供給が不十分であり、看護師の確保は喫緊の課題

である。 

（２） 看護師の需要に対し供給が不足していることから、看護師養成所の定員増を行うととも

に専任教員の確保と臨地実習指導者の養成を行う必要がある。 

（３） 女性看護師については、出産・育児と看護師の業務とを両立できる就業環境となってい

るとは言えず、女性の多様な働き方を支援する仕組みが必要である。 

（４） 病院の看護師が５年以内に離職する割合は高く、離職防止や働きやすい就業環境の整備

が必要となっている。 

（５） 医療の高度・専門化に対応できる高度な知識・技術を備えた看護師の育成が必要となっ

ている。 

 

【医療連携体制等について】 

（１） 急性期の治療を終えた後、患者や家族からの意向で急性期病院からの転院がスムースに

行かない場合があるなど、地域住民等に対して、医療機関の役割分担や医療機関が連携し

ていることの周知が必要となっている。 

（２） 地域連携クリティカルパスは、一部の医療機関の協力により特定の疾病で策定されてい

るが、地域全体のものとはなっておらず、地域で統一した地域連携クリティカルパスが必

要となっている。 

（３） 在宅医療について、病院、診療所、訪問看護ステーション、薬局、福祉サービスを行う

機関の連携が進んでいないことから、住民のニーズに応えられる体制の整備が必要である。 

（４） 病院から地域へのリハビリテーションの継続性の確保ができていない。 

（５） 遠隔医療を推進するなど医療機関の連携を図り、質の高い地域医療を実現するため、電

子カルテシステムや画像システムを相互に参照できるＷｅｂ型電子カルテシステムの導

入が不可欠であるが、連携するためのシステムが構築されていない。 

（６） 地域内の医療機関の連携強化や役割分担を協議する場が必要となっている。 

（７） 地域医療の質の向上のため、様々な分野で技術習得や資質向上のための研修、受講の機

会が必要となっている。 

 

【救急医療体制について】 

（１） 軽症の患者であっても二次・三次救急医療機関を受診する場合が多く、医師が不足する

中、二次・三次救急医療機関の病院勤務医の負担になっているとともに、本来対応すべき

救急患者の診療に支障を来しているのではないかと考えられ、適切な受診について県民へ

の周知や地域が一体となった救急医療機関の負担軽減を図っていく取り組みを行う必要が

ある。 

（２） 救急医療体制の充実のための機能分担を進める整備が必要となっている。 

（３） 現場から救命救急センターまでの搬送時間が１時間近く要する地域があり、搬送体制の

強化が必要となっている。また、救急医療機関の機能強化が必要となっている。 

（４） 傷病者が多数発生した場合における災害時医療の体制が不十分であり、適切な対応がで

きる体制づくりが必要となっている。 

（５） 広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を整備するとともに、救急情報システムを

つなぐことが必要となっている。 

（６） 現在ある、救急医療と周産期医療の情報システムを更に充実するための改修が必要とな

っている。 
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 ５ 目標  

 

地域医療再生計画によって、医療提供体制を担う医療従事者を安定的に確保する体制

を構築するとともに医療機関間の役割分担と連携や救急医療体制の充実により、安心

で質の高い医療提供体制を構築する。 

 

【医師について】 

（１） 平成２５年度末までに県内の病院に勤務する医師数を１００人増やす。 

（２） 大学への寄附講座の設置により、地域の医療機関で勤務する医師を３人確保する。 

（３） 平成２５年度末までに県内の臨床研修病院が募集する研修医数（７０人）の充足を目指

す（平成２１年度比４１人の増）。最終的な目標として、鳥取県における都道府県募集定

員上限数（９０人）の水準に高める（平成２１年度比６１人の増）。 

（４） 女性医師の多様な働き方を支援する仕組みを構築し、県内で医療に従事する女性医師の

離職の抑制を図る。 

（５） 平成２５年度末までに、医師事務作業補助者を各病院に配置し、病院勤務医師の負担軽

減を図る。 

 

【看護師について】 

（１） 第７次看護職員需給見通し（平成２２年３月中間とりまとめ）に基づく需要数を確保す

る。 

（２） 対象地域の看護師養成所において１０人の定員増を行う。 

（３） 平成２５年度末までに認定看護師を１２人増加させる。 

（４） 女性看護師の多様な働き方を支援する仕組みを構築し、県内で医療に従事する看護師の

割合の向上を図る。 

 

【医療連携体制について】 

（１） 地域で統一した地域連携クリティカルパスを策定するなど、医療機関の役割分担・連携

に努める。 

（２） 医療従事者や住民に対し医療連携に関する理解を深めるとともに、在宅医療を含めた医

療連携体制の整備を図る。 

（３） ＩＴを活用した中山間地域の医療を支える遠隔医療や地域の医療機関と基幹病院等が

診療情報を相互に参照できる鳥取型の連携体制を構築する。 

（４） 地域の医療機関の協力の下に地域の医療連携の推進や医療機関の体制を充実する。 

 

【救急医療体制について】 

（１） 救急病院が夜間に外来診療を行う入院を必要としない軽症患者の数を平成２５年度末

までに、１０％減少させる。 

（２） 救急要請（覚知）から医療機関の受入れまでに１時間以上要している重症患者の件数を

ヘリコプターの活用等により平成２５年度末までに、半減させる。 

（３） 救命救急センターの施設・設備を集中的に充実するとともに、軽症患者に対応する休日

夜間急患診療所や救急医療・災害医療等を担う医療機関の体制を強化し、救急医療体制を

確立する。 

（４） 平成２５年度までに広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を整備するなど災害医

療、救急医療に迅速に対応できるシステムを構築する。 
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 ６ 具体的な施策  

 

１ 医師不足への対応 

 

（１）医師の確保の推進  （ → 将来の医師を確保する対策 ） 

 

◆県全体で取り組む事業◆ 

① 【１】鳥取大学医学部への寄附講座（地域医療学講座）開設 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

事業開始 
111,089 111,089    

 

（目的） 

  鳥取大学医学部に地域医療の実践、研究及び教育を行う寄附講座を開設し、地域医

療を担う医師の育成を促進する。 

 

（事業内容） 

近年、地域の医療体制が崩壊しつつある現実に、地域の医療により目をむけ、それ

に対応した人材育成が必要となっている。医学教育においても、「地域医療の在り方

と現状及び課題を理解し、地域医療に貢献するための能力を身に付ける」ための講義

や学外の地域病院・診療所などでの状況に応じた症例実習を含む地域医療実習の導入

など、地域医療が重視されている。 

地域医療に貢献する人材育成と地域医療の発展のために、鳥取大学医学部が開設す

る地域医療の実践と研究、教育や地域医療を志す医師の支援を行う地域医療学講座に

対して、人件費及び教育・研究費を寄附する。地域医療学講座に属する医師は、地域

の医療機関にて診療支援等に協力する。 

 

○地域の医療機関への医師派遣のありかた。  

鳥取大学医学部の地域医療学講座に属する医師３名を地域の医療機関に派遣し、地

域の医療機関にて日常診療支援と地域医療実習に協力する。 

 

② 【３】とっとり医師養成への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２１年度 

～Ｈ２５年度 
87,717 87,717    

 

（目的） 

  若手医師の地域定着を促進するため、医学生や研修医を対象とした各種事業を行う。 

 

（事業内容） 

医学生や研修医を対象として地域医療の実習支援やセミナーの開催、女性医師の就

業環境支援などを実施する。 

・医学生がカリキュラム外で自主的に地域医療実習を取り組む場合に必要な経費

を負担する受入病院に対してその経費を補助する。 
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・臨床研修医を対象とした、臨床研修医セミナーや医師との交流会を開催する。 

・女性医師の就業環境を整備する事業に対して補助する。 

・研修医の後輩に臨床研修病院や地域医療の良さを伝える次世代医師リクルータ

ー委嘱する。 

・医学生等に「とっとりの医療」を広報する。 

 

 

（２）勤務医の処遇改善・離職防止 （ → 効率的な活用、減らさない対策 ） 

 

◆県全体で取り組む事業◆ 

① 【５】医師海外留学資金の貸付け 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

事業開始 
60,832 60,832    

 

（目的） 

  若手医師の県内への就業と県内の医療水準の更なる向上を図る。 

 

（事業内容） 

若手医師が県内に就業するインセンティブとするため、専門医取得後（卒後５～６

年目）から卒後１０年目くらいまでの臨床医を対象に、海外留学に必要な経費等を貸

し付ける。海外留学期間の２倍に相当する期間、県内病院に勤務した場合は、債務免

除とする。 

 

◇対象地域で取り組む事業◇ 

① 【６】医師等環境改善のための医療クラーク採用への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

～Ｈ２５年度 
254,430 127,215   127,215 

 

（目的） 

  病院勤務医等の過重労働を改善するとともに、安定して医療を提供するための勤務

環境つくりを行う。 

 

（事業内容） 

病院勤務医や看護師の負担を軽減するため、医師事務作業補助者や看護師事務作業

代行職員を新たに採用した場合の人件費に対し補助する。 

 

② 【７】研修医用機器整備への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

～Ｈ２５年度 
25,475 25,475    
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（目的） 

  臨床研修病院の研修機器・施設を整備し研修環境を整えることにより研修医を確保

するとともに、資質の向上を図る。 

 

（事業内容） 

研修医が臨床現場で行われる知識・技術に触れ学ぶことができる研修環境を整え、

研修医を確保するため、臨床研修病院の研修機器・施設の整備に対して補助する。 

 

 

２ 看護師不足への対応 

 

（１）看護師の確保の推進  （ → 将来の看護師を確保する対策 ） 

 

◆県全体で取り組む事業◆ 

① 【10-4】看護師養成所の設置への支援 

事業実施年度 

計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 
基金負担

（注） 

国庫

負担 
県負担 

事業者負担 

（市町負担を含む。） 

Ｈ２５年度 

事業開始 
1,335,149 254,208  100,470 980,471 

（注）今後の運用益（又は入札差金額等）により発生する見込みの基金余剰額を財

源とする。なお、財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額にみた

ないこととなった場合は、県又は事業者負担により事業を実施する。 

（目的） 

  地域の看護師確保及び看護教育環境の改善を図る。 

 

（事業内容） 

看護師養成所の設置に係る施設・設備整備等に対して助成する。 

 

     【補足事項】 

・本事業は、学校法人による「鳥取看護大学」の新設に対して支援するもの。 

・大学新設の背景として、当県では、病院や福祉施設を中心とした深刻な看護師

不足があり、また、中長期的にも高齢化の進展により看護職員は引き続き需要

の増加が見込まれ、不足状況が継続することが想定される状態。 

※当県の第７次需給見通しでも、平成２３年から平成２７年度までの間、

毎年２００～３００人程度の不足が見込まれている。 

・学生確保の見込みについては、県が調査を行い、定員数の約２．４倍のニーズ

を確認済み。 

・教員、実習先、設置経費についても目処は立っている状況。 

・卒業後の定着については、修学資金の県内進学者への優先貸付け等を必要に応

じて検討する予定。 
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◇対象地域で取り組む事業◇ 

① 【８】看護教育教材整備への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

～Ｈ２５年度 
33,785 33,785    

 

（目的） 

  看護師養成所の教育備品等を整備し教育環境を整えることにより看護学校への進

学者を確保するとともに、資質の向上を図る。 

 

（事業内容） 

将来看護現場で働く者として臨床現場で行われる知識・技術に触れ学ぶことができ

る教育環境を整え、看護学校への進学者を確保するため、看護学校の教育備品及び図

書の整備に対して補助する。 

 

② 【９】看護教員及び実習指導者養成への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

～Ｈ２５年度 
62,988 62,988    

 

（目的） 

  看護学校の専任教員の確保及び資質向上を図るとともに臨地実習指導の充実によ

る資質の高い看護師の養成を行う。 

 

（事業内容） 

質の高い看護教員を確保するため、看護教員養成に係る経費を看護師養成所に対し

補助するとともに、実習受入れ施設での実習指導者養成に係る研修受講経費を補助す

る。 

 

③ 【10】看護師養成所の施設整備への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

～Ｈ２５年度 
99,996 32,996   67,000 

 

（目的） 

  看護学校への進学者を確保するため、看護師養成所の定員増を行う施設に対し必要

な整備を行う。 

 

（事業内容） 

看護師養成所の定員増を行う看護師養成所の教育環境を整え、看護学校への進学者

を確保するため、看護師養成所の整備に対して支援する。 
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④ 【10-2】看護職員の募集への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２５年度 1,374 687   687 

 

（目的） 

  人口の多い大都市圏において、鳥取県での働きやすさをアピールした看護職員募集

広告を展開することにより、慢性的な看護職員不足の解消を図る。 

 

（事業内容） 

シングルマザー・シングルファーザーを対象とした看護師募集広報を鳥取県（鳥大

のみならず県全体）として東京都・大阪府にて行う経費に対し補助する。 

 

⑤ 【10-3】看護師養成の充実に向けた施設･設備への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２５年度 10,910 10,810   100 

 

（目的） 

  看護師の県内養成者数の増加を図るため、教育環境の整備等を行う事業主体に対し

て必要な支援を行う。 

 

（事業内容） 

看護師養成施設の教育環境の整備、現在以上に看護教育実習生を受け入れる意欲の

ある施設の実習環境の改善など看護師養成の充実に向けた施設設備整備等を行う事

業主体に対して支援のための補助を行う。 

 

 

（２）看護師の資質の向上・離職防止 （ → 効率的な活用、減らさない対策 ） 

 

◆県全体で取り組む事業◆ 

① 【12】新卒看護師の卒後臨床研修 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

～Ｈ２５年度 
7,861 5,314 1,148  1,399 

 

（目的） 

  新卒看護師の臨床現場で必要とされる知識・技術の向上のため各種事業を行う。 

 

（事業内容） 

新卒看護師の臨床現場で必要とされる知識・技術の向上のための研修会（３週間）

を開催するとともに、新卒看護師の研修への参加を促進するため、研修参加した医療

機関に対して補助する。また離職防止のため新人看護師が相談のできるサポーターを

育成する研修会を開催する。 
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◇対象地域で取り組む事業◇ 

① 【11】認定看護師養成研修受講への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

～Ｈ２５年度 
32,546 32,546    

 

（目的） 

  資質の高い看護提供をするため認定看護師を養成し、看護体制の充実と資質の向上

を図る。 

 

（事業内容） 

看護の専門分野におけるより高度・専門的な知識と技術を習得し、資質の高い看護

提供をするため、認定看護師養成研修を受講する看護職員を配置する県内医療機関等

に対して補助する。 

※独法、公立病院を補助対象に拡充。民間、公的病院は既に補助対象となっている。 

 

①－２ 【12-2】看護職員の職場研修への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２５年度 429 214   215 

 

（目的） 

  病院等が行う基本的な臨床実践能力を獲得するための新人看護職員研修を支援し、

医療安全、看護の質の向上等を図る。 

 

（事業内容） 

新人看護師のＢＳＬ教育の訓練用としてＡＥＤトレーニングシステムを導入する。 

 

② 【13】院内保育所施設整備費への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

～Ｈ２５年度 
25,127 9,123   16,004 

 

（目的） 

  子どものある看護職員や女性医師等の医療従事者が、安心した勤務の継続や再就業

できる環境の整備を行い医療従事者の離職防止や確保を図る。 

 

（事業内容） 

子どものある看護職員や女性医師等の医療従事者が、安心した勤務の継続や再就業

の促進のため、病院内保育所の施設整備に対して補助する。 

※独法、公立病院を補助対象に拡充。また、補助率を拡充〔1/3→1/2〕。 
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③ 【14】院内保育所運営費への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

～Ｈ２５年度 
40,817 8,106 4,215  28,496 

 

（目的） 

  子どものある看護職員や女性医師等の医療従事者が、安心した勤務の継続や再就業

できる環境の整備を行い医療従事者の離職防止や確保を図る。 

 

（事業内容） 

子どものある看護職員や女性医師等の医療従事者が、安心した勤務の継続や再就業

の促進のため、病院内保育所の運営に対して補助する。また、院内保育所において病

院外の医療従事者の子どもを保育する場合の運営に対して補助する。 

※独法、県立病院を補助対象に拡充。 

 

 

３ 地域の医療連携体制の構築 

 

（１）連携の推進及び資質の向上  （ → 顔の見える連携体制の構築 ） 

 

◇対象地域で取り組む事業◇ 

① 【15】医療連携の推進への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

～Ｈ２５年度 
16,831 16,831    

 

（目的） 

  地域医療に関する課題解決のための検討や地域で統一した地域連携クリティカル

パスを策定･運用することにより、良質な医療を効率的、かつ安全に提供できる医療

連携体制を構築する。 

 

（事業内容） 

地域の医療機関、福祉関係者等が在宅医療、連携強化など地域医療に関する課題を

解決するための検討や情報共有を行うとともに、疾病別に地域連携クリティカルパス

を策定するのに必要な経費を補助する。 

 

② 【16】資質向上研修等への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

事業開始 
40,110 40,110    

 

（目的） 

  医療従事者の資質を向上するとともに地域連携を促進するため、医療機関等が連携

した事業を行う。 
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（事業内容） 

４疾病６事業（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、小児医療、周産期医療、救

急医療、災害医療、へき地医療、在宅医療）に関して、地域の医療機関が連携して実

施する、資質向上のための研修会等の開催に対し補助する。 

 

 

（２）連携システム等の構築  （ → 限られた医師等によるスムースな連携体制を構築 ）  

 

◆県全体で取り組む事業◆ 

① 【18】Ｗｅｂ型電子カルテシステムの構築 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

事業開始 
372,882 372,882    

 

（目的） 

  地域の医療連携をスムースに行い質の高い地域医療を実現するために必要なＩＴ

関連の基盤の整備を行う。 

 

（事業内容） 

地域の医療機関間の連携を図り、質の高い地域医療を実現するため、インターネッ

ト（ＶＰＮ接続）により、電子カルテシステムや画像システムを相互に参照できるよ

うＷｅｂ型電子カルテシステム等を構築する。これにより、紹介医療機関での診療情

報や緊急検査情報・画像情報が閲覧可能となる。 

 

② 【20】救急・周産期医療情報システム等の整備 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

事業開始 
112,219 112,219    

 

（目的） 

  災害医療や救急医療に迅速に対応できるよう広域災害救急医療情報システム等の

整備・改修や医療連携に欠かせない医療従事者の確保に必要なシステム整備を行う。 

 

（事業内容） 

災害時の医療に迅速に対応できるよう広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

を整備するとともに、救急情報システムをつなぐ。また、救急医療や周産期医療の情

報システムの充実や医療連携に欠かせない医療従事者の確保に対応する奨学金情報

システムを整備する。 
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４ 地域の機能分担、連携を支える基盤づくり 

 

（１）救急医療体制の整備  （ → 機能分担した救急体制の充実 ） 

 

◇対象地域で取り組む事業◇ 

① 【22】休日急患センターの施設・設備整備への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

～Ｈ２５年度 
110,164 64,120   46,044 

 

（目的） 

  地域における初期救急医療体制の充実のために必要な施設・設備の整備を行う。 

 

（事業内容） 

救急医療の役割分担を図り、患者の症状に応じた適切な医療機関での治療を可能と

するため、西部の休日夜間急患センターの体制強化に必要な施設・設備の整備に対し

て補助を行う。 

 

② 【23】救急医療・災害医療の体制強化のための施設・設備整備への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２１年度 

～Ｈ２５年度 
993,968 554,396   439,572 

 

（目的） 

  地域における救急医療・災害医療体制等の強化のために必要な施設・設備の整備を

行う。 

 

（事業内容） 

救命救急センター及び二次救急医療機関の救急医療体制の強化及び災害拠点病院

等の災害医療体制の強化のために必要な施設・設備の整備、その他感染症センターや

腎センターの機能を担う医療機関の整備に対して補助する。 

 

③ 【23-2】ＣＣＵ（心臓病専用病室）施設・設備整備への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２５年度 198,125 23,540   174,585 

 

（目的） 

  急性心筋梗塞等の急性循環器疾患の患者をＣＣＵで受け入れられるようにするこ

とで、急性心筋梗塞等の患者を救急医と連携して循環器専門医が一次から三次救急医

療までを包括した診療を行い、早期に循環器専門医が診療に関わることができるよう

にする。 
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（事業内容） 

鳥大病院救命救急センターのＩＣＵ４床を、ＣＣＵとして運用するための施設・

設備の整備費を補助する。 

 

 

（２）地域に必要な施設・設備の整備  （ → 機能分担した連携体制の充実 ） 

 

◇対象地域で取り組む事業◇ 

① 【24】医療連携のためのＩＴ化促進への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

～Ｈ２５年度 
520,316 260,158   260,158 

 

（目的） 

  地域の医療連携をスムースに行い、質の高い地域医療を実現するために必要なＩＴ

関連の施設・設備の整備を行う。 

 

（事業内容） 

地域の医療機関間の連携を図り、質の高い地域医療を実現するため、診療情報等の

相互参照を行うためのＷｅｂ型電子カルテシステムを活用したネットワーク構築に

必要な電子カルテシステムの整備や遠隔医療機器の整備に対し補助する。 

 

② 【25】医療連携体制の充実のための施設・設備整備への支援 

事業実施年度 
計画期間中の事業費（千円） 

事業総額 基金負担 国庫負担 県負担 事業者負担 

Ｈ２２年度 

～Ｈ２５年度 
422,972 211,486   221,486 

 

（目的） 

  地域における医療体制の充実のために必要な施設・設備の整備を行う。 

 

（事業内容） 

４疾病６事業に対応する医療機関の機能をより高めるため、地域で協議した連携・

役割分担に対応した医療機関の施設・設備の整備に対して補助する。（医療計画に掲

載されている医療機関に限る） 
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７ 地域医療再生計画終了後に実施する事業  

 

地域医療再生計画が終了し、地域医療再生計画が無くなった後においても、５に掲げる目標を

達成した状態を将来にわたって安定的に維持するために必要があると見込まれる事業につい

ては、再生計画終了後も、引き続き実施していくこととする。 

 

（再生計画終了後も継続して実施する必要があると見込まれる事業） 

 

①  【５】医師海外留学資金の貸付け 

・単年度事業予定額 17,785千円 

 

②  【14】院内保育所運営費への支援 

・単年度事業予定額 1,812千円 

 

③  【16】資質向上研修等への支援 

・単年度事業予定額 6,520千円 

 

④  【20】救急・周産期医療情報システムの運営 

・単年度事業予定額 6,180千円 

 

 


